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第1章 佐敷町とシュガーホール

沖縄が政治的に日本に属したのは1879年で､以降日本統治時代が1945年まで続く｡

この間､沖縄の政治､経済､教育等の制度も日本の近代化の歩みの中に漸次組み込ま

れることとなった｡しかし､第二次大戦終了 (1945年)から本土復帰 (1972年)まで

の27年間は､政治的にわが国とは切 り離され､米軍統治 ･米軍民政府の間接統治を受

ける時代となった｡1972年の復帰後は急速に本土化がすすみ現在に至っているが､沖

縄のもつ上記の特異な歴史は､結果的に沖縄のアイデンティティを強く刺激しっづけ､

沖縄独自の文化を継承する気風を生みだす要因となった｡この傾向は､沖縄と外部世

界との接触が比較的希薄な離島や本島の農村地帯に強く､佐敷もまたこの範囲に入れ

ることができる｡

したがって本章では､まず佐敷町の歴史と文化を概観し､歴史的に形成され､継承

されてきたコミュニティの様態がどのようなものであったかを省察し､そのことが文

化施設の建設構想にどのように影響を与えたのかを振り返る｡

また､文化施設構想の初期的段階では多目的文化施設であったものが､音楽ホール

を中心とした文化施設-と方向転換していった経緯を､佐敷町のコミュニティの様態

と音楽文化環境､及び全国の公立文化施設建設の動向とも関係づけながら考察する｡

なお文中､時代ごとの自治体区分に拠る場合は､それぞれ ｢佐敷村｣｢佐敷町｣とす

るが､とくに時代性に拠る必要がないときは ｢佐敷｣とする｡

1.1 佐敷町の歴史 ･文化の概観

本節では､琉球王朝時代の佐敷の歴史を先ず概観し､その後に明治期から近年まで

の佐敷の行政制度と集落構成の変遷について述べるO集落とは､後述するように佐敷

のなかのより小さな共同体単位を意味する｡この各集落が近年まで維持していた年中

行事は､共同体結束の装置として､あるいは佐敷全体の基層文化を支える単位として

の役割をはたしていた｡したがって本節では､集落構成の変遷と年中行事にみる佐敷

の文化を関係づけて捉えることとする｡

1.1.1 佐敷の歴史概略と集落変遷

佐敷は､歴史的にグスク時代といわれる15世紀､南山､中山､北山に分立していた
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沖縄 (三山時代)を統一し､第-尚氏という王統を樹立 (1429年)した尚思紹王､そ

の子の尚巴志王の出身地として知られる｡1979年の発掘調査によって､佐敷上城に 14

世紀中葉から15世紀初期にまたがる遺跡が親子の居住跡とみなされ､このころから一

定の社会機能をもった集落としての佐敷が存在したとされる (渡名喜 1984:6)0

第二尚氏の尚真王治世(在位 1477-1526)以降､祭政一致の政治制度のなかで､王の

血縁女性 (後には王妃)は ｢聞得大君｣という宗教儀礼を司る神官の最高位 として､

沖縄全島の祝女 (ノロ)を続御する位置にあった.佐敷は､尚敬王治世 (在位 1713-

1751)時に ｢佐敷按司加那志｣と称される王妃の所領となった｡

現在も佐敷町の東南には､琉球開聞神話の発祥の地といわれる知念秤 (ちねんそん)

及び玉城村 (たまぐすくそん)がある｡アマミク､あるいはアマミキヨと称される始

祖神到来の霊地とされ､第二尚氏尚貞王の時代まで､国王と聞得大君が随員をともな

って定期的に巡拝 したところであった｡首里城を起点とするこの巡拝は､民間にも流

布 し､戦前まで東御廻り (アガリウマ-イ)と呼ばれ､14カ所の遥拝地を巡った｡佐

敷には､そのうちの場天御撤及び佐敷グスクという2カ所の造拝所があり､その経路

をたどるとほぼ佐敷を西から東-横断することになる1｡

明治政府は､1872年から置県処置までの間､沖縄を ｢琉球国｣から ｢琉球藩｣と改

め､廃藩置県のための内政処理を行った｡置県後も島喚町村発布までの時代を､王国

時代の土地制度 ･租税制度 ･地方制度といった旧慣を温存 した (赤嶺 2004:201)｡ し

たがって､町村発布の時まで､佐敷は旧慣温存政策のなかで ｢間切 (まぎり)制｣を

とっていたのである｡｢間切｣とは､｢古琉球-14世紀前後から17世紀初頭までの沖縄

歴史の区分名-から､1907年まで存続した沖縄独自の行政区画単位で､現在の市町村

の区画にほぼ相当する｣ものである (高良 1983:508)0 1879年の明治政府による置県

処置 (琉球処分)の翌 1880年､佐敷間切 (まぎり)は､沖縄本島南部の東風平 ･具志

頭 ･糸満等の間切と粟国･久米･大東等の島々とともに島尻郡役所の管轄に置かれた｡

その当時の佐敷間切は

1 『島尻郡誌』によれば､｢昔はこの神拝みは余程盛んなもので､四五日或いは十数日の日子

を要し､部落の神人及各氏子の代表､青年男女は数十人道々鼓を鳴らし､絃歌を奏して大変賑
やかに霊地参拝をしたそうである｣とある (照屋 ･新垣 ･嘉数1937:322)｡また 『佐敷村史』
によれば､祖先崇拝に関わる造拝に関して ｢年々のお祭りには､部落の人たちが王朝時代の装
束で殿 (トウン)や拝所をまわる風習が最近まで残っており､拝所や殿は神聖な場所として尊
崇をあつめている｣とある (佐敷村誌編纂委員 1964:205)｡今日もなお､折々造拝所に参拝す
る人たちを見かけることがある｡
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｢佐敷間切ハ九箇村アリ｡西北ハ大里間切二按シ､東南ハ知念玉城二間切二連ナ

リ｡正北間切ノ中央二海水突入ス｡湾岸塩田アリ｡地形環状ヲ成セリ｡旧城ハ

佐敷村ニアリ｡一二上城 卜云フ｡雑樹密生セ リ｡三山ヲ滅ボシテ｡本国ヲ統シ

タル｡尚巴志王佐敷按司タリシ トキノ城吐ナリ｡那覇ヲ距ル凡ソ三里十八町ナ

リ｡物産ハ米､麦､砂糖､蕃藷､煙草､塩等ナリ｣

(沖縄県師範学校 1885:58)

とあるように､9村 (この当時の ｢村｣は後の ｢字｣に該当する)から成る農業地域

であった｡佐敷間切は､その後大里 ･知念から新里 (しんざと)､小谷 (おこく)及び

津波古 (つはこ)等の集落を編入 し､1908年の沖縄県鳥喚町村発布によって佐敷村と

なり､官制の村長がおかれた｡今日につづく ｢佐敷｣とい う自治体の原型ができたの

である｡佐敷村となったときの戸数は 1,394､人口は 6,303であった｡この時､それ

まで佐敷内の各集落を意味していた ｢ムラ｣(現在の区単位に該当)が､｢字｣に呼び

改められた｡1926年には､島尻郡役所が廃止 され､佐敷村は沖縄県行政に直接管轄さ

れる-自治体となった｡村となってからは､戸籍管理 ･納税 ･教育行政 ･農業政策等

は村単位で行われることになったが､ 日常生活の多くの場面は､戦後の一時期まで佐

敷村を構成する字 (シマとも呼ばれた)によって行われていた｡それは､字が､歴史

的な地域共同体を組織し､農業生産､年中行事､冠婚葬祭等の日常の生活互助を行 う

コミュニティとして長い間機能してきたことによる｡後述するように､これら字とい

う集落単位が､今 日もなお佐敷町の自治的単位 となっている側面が強い｡

戦前の佐敷村は ｢土地肥沃水田多きため､知念 ･玉城の如く多角形の農業経営をい

となみ､砂糖 ･甘藷 ･米の収穫の外に､水産業あり､竹細工業あり､パナマ製帽業が

ある｣(照屋 ･新垣 ･嘉数 1937:639)とあり､交通は与那原 ･那覇-の自動車や馬車

が行き交い､津波古は大東島-の港町を形成 Lと､半都会の賑わいをみせていた｡

傾斜地に立地する字は､津波古 ･小谷 ･新里 ･佐敷 ･屋比久で､平坦地に手登板 ･

外聞がある.これらの 7字は平民 (ヒヤクショー)､あるいは土地人 (ジーンチュ)が

住んできたところで在来の集落である｡海岸に面して兼久 ･冨祖崎 ･仲伊保があり､

丘陵の奥まった位置には伊原の集落がある｡これら 3つの字は､17世紀後半から 18

世紀にかけて首里から移住してきた士族 (ユカッチュ)階級が形成 した集落で ｢屋取
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(ヤー ドウイ)｣と呼ばれた｡いずれの字も､川または道で隔てられていて､戦前まで

住民､とくに若者や子どもにとって居住する集落以外は｢タシマ (他の集落)｣であり､

その境界を越えるには､緊張感があったという (渡名喜 1984:7)｡人々の生活感覚は､

戦前まで､字単位でのコミュニティ意識が強かったということであろう｡これらを ｢伝

統的集落の字｣と呼ぶことにする｡

明治期の間切時代から現代の佐敷町までの行政制度と集落構成の変遷を表したのが

表 1-1である｡

表 卜 1佐敷とその集落構成の変遷 (明治期から現在まで)

時代 行放射度と規戟 食落構成

1908(明治41)年まで 佐敷間切 集落の呼び名三ムラ佐敷.津漉舌 187
9(明治12)年 明治戸数:1,062戸人口:4,786人 Y新里.小谷Y与那嶺.新里一事豊根.外聞･平田.崖比久.与那嶺

政府による置県処置1908(胡治41)年 佐敷村 鳥藩の呼び名=字 1908(明治41)年戸数:1,394戸 津浪古.小

谷.新里.佐敷.事豊根.屋比久. 間切制の撤廃人口:6,303人

冨祖暗r仲伊保の八手に再編 沖縄県鳥供町村制発布19lZ(大正年間)～ 佐敷村
津波古.小谷1新里.佐敷Y東久.屋比久 兼久←佐敷から分離1944(昭和

19)守 ･伊原.事登板.雷祖時.仲伊保 伊原←屋比久から分宙1945(昭和20)年～太平洋
戦争によLJ全村焼失○米軍軍事慮吸車扱のた臥 栄軍当局により全村民､国鰐へ1948(昭和2

3)年 の移動を命じられる. その後.共同件薬による､魯魚欝の再建.ー948(昭和Z3)辛 佐敷村 集落の呼び名王事と区併用津波古.

小谷.新里,佐敷.兼久.崖比久r外脚.伊原 t

事登場,冨祖崎.仲伊保 外聞ト屋比久から分離1972(唱和47) 年 沖為県轟土復舟1980(昭和55)年以■ 佐敷町 集客の呼び名 =事と区併

用 津波古.小谷.新里.佐敷.兼久.屋比久

町制折(1985年調査 ･外聞.伊原.事萱凝.冨祖時.伸伊保世帯2,701 一伝統的集落の

自治区 (辛)人口10,582人) つきしろ.新開.県営新開団地.県営第二団地

.仲伊保団地 ←薪輿住宅の自治区 (辛)2006(平成18)辛 佐敷町.知恵村.玉

城村.大里村の合併によって帝城市境敢となる.『沖縄県島尻郡郡治要覧 (191

3)』,『佐敷村史 (1964)』を中心に筆者作成本土復帰後は､海面埋め

立て地に新開 ･県営新開団地 ･県営第二団地が､また民間の土地開発によってつきしろ (



地なので ｢新興住宅地の字｣と呼ぶことにする｡なお戦後は､いずれの字にも村役場

や農協の地域業務を代執行する役割が付与されたために､各字は行政からは ｢自治区｣､

あるいは ｢区｣ と呼ばれている｡

佐敷の戦後史においてとくに重要なことは､1945年､沖縄戦終戦直後の村の存亡に

関わることがらである｡米軍は､佐敷全域に軍事施設を建設するために､軍関係に従

事する者以外のほとんど全員の佐敷村民 (当時の人口5,413名)に国頭 ･久志村-の

移住を命 じた｡移住先で村民は､天幕 と仮小屋での集団生活を強いられた｡そ して､

この集団移住中に ｢郷里佐敷村に残 した家屋､家財道具､食糧の類は残 らず空襲や艦

砲 と盗難で失い､佐敷村民は全 く無一物となる｣とあるから､一時的とはいえ､郷里

のすべてを失ったことになる｡また劣悪な生活環境のなかでマラリアが蔓延 し､村民

の 14%が移住先で命を失った2｡

その後 1946年の米軍-の陳情の結果許可が下 り､まずは食糧確保のための農耕地復

興が開始 され､続いて村役場､学校､家屋の再建等が村民の共同作業によって行われ

た｡こうした村民全体の離村体験と異郷での生活､村民共同によるコミュニティの再

建とい う歴史体験は､明治時代からつづいた字中心のコミュニティ意識を､佐敷全体

のコミュニティ意識-と拡大する第-のきっかけになったと推察される3.当時の回想

が､今もなお佐敷に語 り継がれているだけでなく､1980年の町制移行の前後から動き

出す佐敷全体の町づくりをめぐる町民シンポジウムで､｢コミュニティ･ネ ッ トワーク

の形成｣ という､佐敷全体に拡大されたコミュニティの考え方がこの経験 との関係で

言及されるからである｡

2 1945年6月､米軍は佐敷 ･知念 ･玉城一帯を占領し､津波古 ･新里に陣地を張る｡戦火か

ら近隣村に一時避難していた村民は､6月22日に一時的な帰還を許されが､7月 13日-8月

10日の間に､国頭郡久志村-軍用船で集団移送される(佐敷村誌編纂委員会 1964:10-ll).

3 戦後の佐敷村復興に関する町民共同に関するエピソードは､今日でもなお長老たちによっ

て語りつがれている｡一例として､佐敷中学校の移転新築時に､戦後の小学校 (当時は初等学
校)復旧時 (1946)をめぐる回顧文がある｡

｢村民の皆様､二十余年前の事を思い出してみましょう｡米軍の払い下げのダブダブの服で
寒暑をしのぎ､テント小屋に住い､蘇鉄を食べて生活していたあの頃､屋比久にあったカマ
ボコ型のコンセット六棟を解体もしないでそのまま村民の肩車で二キロ余の道のりを運び､
校舎として使用しました｡その尊い精神力と村民の和､村民の教育に対する熱意は永遠に村
教育史の一貫を飾る事でしょうOこの度の中学校移転という大事業が比較的に短期間に出来
たのも佐敷村であったからこそ出来たのであると私は常に誇りに思い､佐敷村に生まれてよ
かった､佐敷村に育ってよかった､私は果報者であるという気持ちで胸がいっぱいです｡こ
の気持ちは私一人でなく､全村民が私と同じ気持ちであることと思います｡｣(知念 1969:47)0
なお､同誌別稿によれば､コンセットは村民80-100人によって担がれたとある｡
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1972年の本土復帰後に､急激にリゾー ト観光地として開発が進んだ沖縄本島西海岸

一帯とは異なり､佐敷町は今 日もなお､農村地帯の風景 と気質を色濃く残 している｡

とくに伝統的集落の字では､戦後に建築された字毎の公民館が､かつてのムラヤー的

性格をもち､管理する区長は区民の話 し合いや選挙で選出されている｡ ここでいうム

ラヤーとは､間切 り時代の各集落ムラ (村以降は字となる)を管理するための機構あ

るいはその建物をさす｡殆どのムラヤーの近くには広場 (庭､ナ-)と拝所があるた

め､ムラヤーは集落民にとってはコミュニティの中心と感 じられる場所である｡曽根

信一によれば､村屋 (ムラヤー)から公民館-の転換は ｢付が字に改まると､村屋も

字事務所 となる｡戦後は社会教育で公民館活動が盛んになると､いつのまにか公民館

とよばれるようになった｡｣(曽根 1983:642)とあり､公民館が社会教育法の設置であ

るにも関わらず､地域住民は歴史的なコミュニティ ･センターの一つとして捉えられ

ていたことが窺えるのである｡また､字の共有財産 (土地､施設､諸道具､拝所)と

行事は､今 日もなお字民の公平な財負担と協同作業によって維持されている｡年中行

事に用いる字共有の諸道具は､衣装､小道具､旗頭､鉦､小太鼓､鼓､ほら貝等であ

る｡公民館は､こうした諸道具を保管するだけでなく､小規模なステージを設置 して

いて､集落単位の行事で演 じられる芸能の場も提供 してきた｡

図 卜3は､現在の津波古公民館の内部である｡

図 1-3 津波盲公民好の内部

広間は



図 卜 4 字津波古の土帝君

佐敷は､ 1980年に町制へ移行する｡この頃は人口も 1万人を

超え､知念村､玉城村を抱く知念半島のなかで人口が最大の自治体であった｡表

1-2は､佐敷町移行 5年後の 1985年､シュガーホール開館時

の 1994年､及び開館から8年後を経た 2002年の3つの時期を選んで､

人口 ･産業構造 ･財政状況等を対照 したものである (ただ し､産業別人 口は

､当該年度直前の国政調査による)｡表 卜 2 佐敷町の人口･産業 ･

財政の推移-1985- 2002-1985(昭和60)年 l9

94(平成6)年 2002(平成14)年人口 10,582人 人口11,108人 人口11,640

世帯数 2,701世帯 世帯数 3,136世帯 世帯

数 3,619世判事産業構造*1 就業別% 産業構造*2 就業別%
産業構造*3 就#別%第 一次 17.40%第 一次 l

l.20%第 1次 7.30%第 2次 23.50%第 2次 22_90% 第 2次 21

_90%第 3次 59.10%第 3次 65ー80% 第 3次 7

0.30%児童.生徒数 児童.生徒数 児童.生徒数幼稚園1校

177人 幼稚園 1校 108人 幼稚囲1校 92人小学校2校 1,2
24人 小学校 2校 1,094人 小学校2校 993人中学校 1校 525人 中学校 一校 569人 中

学校 1校 520人財政状況1984(昭和59)年度 財政状況1993(平成5)年度 財政状況 2001(
平成13)年度歳入総額 乙010百万 歳入

総額 4,534百万 歳入総額 4,080百万歳出総額
1,959百万 歳出総額 4,456百万 歳出総研 4,030百万自主財源比率



幼稚園生と小学校就学生が減っている､2)産業別人口の第一次産業就労者が激減 し､

第三次産業の就労者が増加している､3)町財政の自主財源比率が､1994年度 28.5%

だが､ほかの年度 (1985､2002)では 20%を切っているということである｡緩やかと

はいえ少子高齢化の現象が見える｡また､自治体としての財政状況が厳しいことも読

み取れる｡

1.1.2 年中行事にみる佐敷の文化

沖縄の他の地域 と同様に､佐敷にも戦前まで集落単位での年中行事が数多くあった｡

これらの行事は､元来太陰暦 (旧暦)と太陽歴 (新暦)の節 目 (シチビ)に沿って日

取りが決められ､農耕儀礼としての祭硬性と祖先崇拝の色合いを強くもっていた｡後

述する佐敷の民俗芸能は､こうした年中行事との関係が深い｡外聞は､沖縄の芸能を

｢農耕社会を背景にした神祭りの場で生まれ育った｣とし､その発展過程を 1)祭配

芸能 (シヌグ､ウンジャミ､イザイホ一等)-古代祭硬のなかの生産を意味する模倣

儀礼をふくむ芸能のきざし､2)民俗芸能 (エイサー､クスデーク､クイチヤ一等)-

1)から生まれた村人たちの神歓待の芸能､3)古典芸能 (古典舞踊､古典音楽､古典

劇等)-民俗芸能を基盤にして高度に洗練された宮廷芸能､と段階づけている (外聞

1989:4)｡このように､元来儀礼としてあった年中行事は､民俗芸能と切 り離せない関

係にあった｡また､年中行事は､その準備､実行に際しての役割分担などを通して､

コミュニティの結束を強化する社会的機能も発揮していた｡戦後は､祖先崇拝に関す

る行事が家や門中の単位でおこなわれるようになる一方､農耕儀礼に関するものは､

人々の職業が多様化し生活様式も大きく変貌したために少なくなっている｡しかし､

沖縄の地域に根ざす民俗芸能が､年中行事を土壌として発生し､その延長上にあった

ということは､地域の芸能文化が単なる娯楽としてではなく､儀礼と共同体の存立に

深く関わったものであったことを意味する｡そこで､戦前までの佐敷の主立った年中

行事をとりあえず概観 しておく必要があろう｡

戦前の年中行事には､祖先崇拝に関する祭 りとして初拝み (初ウビー)や御送盆 (ク

ークイ)等があり､農耕儀礼に関するものとしては土帝君 (トウテイクン)の祭や､2

月､3月､5月､6月に行われる四大ウマチ一､畦払い (アブシバレー)､カシチ一､

野払い (ヌーバレー)等があった｡表 卜3aと表 1-3bは､これら年中行事のなかから

主だったものを抜粋 した一覧である｡集落や時代によってその内容に異同はあるが､
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ここでは佐敷の年中行事 として集約 した｡

表 卜3a 戦前の佐敷の年中行事 旧暦 1-6月

1〒■名 時期 (lEuy) 1亨串の食味 四連する並 び (茸能1守

あ)初好み(′ヽチクビ-) 1月1E1-4El 年帝にあたって､集落の安全 .発展祈厩のために集落内の御着鼓､殿､由緒ある井戸等

を拝む○EEIのお祝 い 1月15日
のア:ブシ枕｣.

十大 8 1月16日(ジユ-}レク=チ) 基参

LJをす'る○ いてi睦ぶ1+○土専有痕 2月2日(8 9月にも行 土帝君
の前で.敬三点泉を弾き鳴らして遮■缶

○ヽ(トゥデ イタンウマチ-) われた)一■♯ 2月15日行われた) 琉球のj姶‡且
神､アマ ミキヨの五ヨ牧神帯 に囚(ウマチ-..)

三月三 日 3月3日 主 として女性の舞.責特料理をもって浜

下(サ ンダワチ甘.ン=チ) Uを し､厄除けと健康祈廟をする.升明ホ 3月 筆箱料理を持ち寄 り､祖先基を兼ね参拝する.元来は士族門中ごとに行つたが.故 に 墓前で共食 し､敬三事象を奏するところも
(シーミ-) あった

.一睡払 い 4月 EZl植えの後の専虫曙除 .豊作

祈願.(アブシJtレ-)筆l辰

6月24日氏)(カシテ-)

表 卜3b 戦前の佐敷の年中行事 旧暦 6-12月市 ■名 時期 (旧骨) 行革 の賞l

東 四連 す る赴 ぴ (碁伸行あ)雨乞 い祈麻
6月之SEl 収穫 の感!封と雨 乞 いの御願 (ウガ ン)

鉦太鼓 を打ち鳴 ら して遊ぶ(ア ミ壬ン} ノ口を 中心 と した袖書 を行 ったー七夕 7月7E)

門中基 を清掃 し､お盆 に備える.お盆

7月ー3日.-16日 後生 (グ ソー) .あの世の祖先塞 くウヤ

中の 日に､エ イサ ー を行 い､各泉 を巡中の白 フ ァー フジ)を迎え､共食を行 う. お盆 の(ナ力ヌヒ-) 最終 日に､∃匿を後生 に送 LJ返す. リ歩 く.

野払 い 7月17日 r御送 LJJの翌 日の､集落全体の霊 払 いの並 び 獅子舞 .エイサー .臼太鼓 .組

樺 (樺衝) .弥 執奉納 ,綱 曳き等が行われる.(ヌーバ レー)珊 祝 い(トー ナ一手ー 8月8EI 八十八 歳の人の,集落あげての祝 い 共食 しな が ら､歌 三線

､舞踊を行 う八 月
十五夜 8月15日 月のお厳 小豆】餅を火の神､仏攻 に

供 える｡ 獅子舞 .網曳 き .村 芝居､ガ-エーなど
を行 う. この 日まで鉦 .太鼓を鳴 らす ことカ†ゆる された .(

ウチチ ウマチ-)油 (} 8月 各集 落 ごとに
､ ノ口と集落の主 立 った人々くアガ リウマ-イ) が水 の聖

地を蓮拝巡 tJする.九 月九 日 9月9a 土 帝君 を拝 し､

とくに旅 に出て いる一族 の(タ ング ワチクニチ) 繁栄 .家業の隆盛 を祈 る.九 月十八 日夜 9月ー8日 土 帝君 を拝 し､ とくに子 ども健 康祈願 ○■tLLJ(タ ン トウイ) 10月 播種 に際 しての豊作新原鬼｣餅 12月8日～9日

月桃 (サ ンニ ン

)や クバの嚢 に餅 を包 み､神仏 へ供え､家 内安全 と健康祈廟 を行 う.9

日には､14歳以 下のチ ビもた ちが ムーチ -小屋を作 り､料理 .共食 を し遊ぶ ○ ムーチ-小屋で は､ ｢ホ -ハイ.柿-ハイ｣合 唱 しなが

ら､小



これら年中行事のなかから､とくに芸能あるいは音楽行為との関係を瀬底 ･平良の

解説を参考にしながら抽出すると以下になる｡

1)旧暦 6月から8月 15日までの間､鉦 ･太鼓を打ち鳴らすことが許されていた｡

2)大規模な芸能は､ヌーバレー､八月十五夜の行事に集中してお り､集落単位

で2-3年ごとに行われた｡これを村遊び (ムラアシビ)と称 した｡

3)いずれも屋外で演じられ､拝所､御藤､旧家を巡る道連ね (ミチズネ-イ)

の後､集落内の拝所前の広場か､広場に設置されたバンク (架設舞台)等で演

じられた｡

4)地謡､舞い手､狂言等は､集落内の得意な者がこれを演じた｡芸のない者は､

雑役 (裏方)で奉仕 した4｡

5)地謡 (ジウテ-)の声が通るように､組踊や劇は夜間に演 じられた｡

6)祖先崇拝の行事に､歌三線が演奏されることもあった｡

(瀬底 ･平良 1984:417｣447)

これらの要約からは､年中行事を節 目として芸能が行われ､各年毎に大きな芸能祭

(ムラアジビ)が集落単位の共同で行われたことがわかる｡多くの芸能行為は野外で

演じられ､ときには移動 (ミチズネ-イ)しながら行われた｡また､歌三線が折々登

場することからも､日常的楽器 として三線が用いられていたことがわかる｡

上のような戦前の状況を戦後と比較するため､現在の自治区が実施 している年中行

事の一例として､津波古の例を挙げる｡その理由は､津波古が佐敷の自治区のなかで

は､村芝居､棒術､エイサー､獅子舞等の民俗芸能をよく継承しているか らである｡

その背景は､津波青が他の区に比べて人口密度が高く､区独自の芸能保存会をもち､

年中行事も形式的ではありながら継承しているという事情がある｡戦後あらたに､コ

ミュニティーの地域奉仕､親睦行事も加えたのが表 卜4である｡

4 瀬底 ･平良は､雑役者すなわち ｢芸の無い者は､アシどの広場やバンクにニタブク (蓮)

を運んだり､救いたりする雑役をした｡彼らはニクブクムチャー (蓮持ち)といわれ､一番恥
ずかしい想いをした｣と述懐している (瀬底 ･平良1984:441)0
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表 卜4津波古 自治区現在の年中行事 (2007年 7月筆者調査)

さは娘 の新しい行革 と<に nEl行事との肉連J生歯乱 切革のヨ辛ユニティーの革仕的 .串革的行革

市■名 時期 (薪Jq) IEl帯革との申遵 現在の内争

と行為帝切無(シー三一) 4月 重箱料理を持ち寄tJ､祖先基を参拝する. 現在は､門中､

素単位で行う.丑年集 5月20tヨ 製椿期が終わった後､きび件農家の労をねぎらうために行う.他集落ではクシユツキー (塵株め)ともいう. 特にお額 (ウガン)はしない.農家以外の区民も交えて､農家の労をねぎらう.公民銀に集まLJ､共

食をして芸能を菓しむ.虫払い 5月31日 JE]行事の虫払いと.虫送LJの群承. 畑や虚から集めた虫 (カタツムリなど)を3,4匹集め農業神である土帝君でお席したあと､馬天寿の桟橋茶から､芭蕉の薫な

どに害虫を乗せて沖合に流す.書区内済挿 6月10El 区民の共有施設周辺 (公国や各

班の小屋)の草刈りゴミ拾い清掃を行う.榊 朱 6月18日 旧暦五月四日漁業者の航海安全,豊漁祈願lEI行革四EIの日 (ユツ力ヌヒ-)の群承 区役員は土帝君でウガンした後､漁業組合鼻と共に龍宮神でウガンtJ､組合の神棚に手を合わせ､ウガンバ

リ-を漕ぐ.そのあと組合鼻との懇親会を行う.Rl天ハ-lJ- 6月24El 漁業者の航海安全.豊漁を祈願する服毒船 平成18年よLJ漁協と区の共
催となt)､区民の班対抗

のハ-リー競漕が中心となる.競争.旧行事の握承五月ウマチJ- 6月29日 旧行事ウマチ-の#承. 区の四発 く津浪古の始祖といわれる)の殿

をウガンし､四元の各円中にお栄 (現在は米代として現金)を配る.甫乞い所蔵 8月8f∃ 収穫の感汝と雨乞いの御願 (ウガン)
. 四元の御難で玄米漁を供えて祈願す,公民館前で子ともたちが額曳きをす(アミ

シ) ノ口を中心とした神事を行った. る｡集まった区民に玄米瀬を振舞う.EE内*7+ 8月12日 旧盆前の区内清掃. 区民の共有施設周辺 (公園や各班の小屋)の草刈lJゴミ拾い清

掃を行う.七夕 8月19日 旧暦七月七日各豪産で門中基の掃除をし､旧盆に併える｡盆捕U 8月26日 旧行革では.お盆の中日にエイサーを行った. 現在はlE]盆と重ならないよう

に,正休み内の土曜日に行う.区民の娯楽､親睦行事として､ r炭坑節｣などで櫓の担IJを滞る (大和鳳)｡お盆お迎え (ウンケ-)中の日 旧暦7月ー3日 後生 (グソー),あの世の祖先宜 (ウヤファーフジ)を迎え 共食を行う お盆の

区としての行事はとくにない.(ナカヌヒ-)御送り (ウ-クイ) {一16日 最終日に､正を後生に送り返す.好払い
9月1日 旧暦七月十七のヌ-バレーを稚承. r御送 現在はウ-クイのあとの土曜日に､土帝君前で夕方に行う.棉子療

.エイ(ヌーバレー) L}｣の翌日の､集落全体の果払いの遊び サー .組播 く捧術).し-もや-もーい､その他の芸能を行う.

卓■のおI 9月8日 旧暦^月 r自尊
のお厭J津浪舌のみで行わ 四元のひとつ安次当門中で自豆腐と漫籍を供えて祈願する.土帝君でも祈れたものの撫承.男児の祝い. 額す

る.米寿祝い 9月18日 旧暦
八十八歳の人の祝い.集落あげてあやかる. 現在､生年の合同祝いは行わない.区役烏が骸当寺のいる素を訪問し､祝(トーカチ)

福し祝杯を受ける.+五夜 9月25日
月のお屠.小豆餅を火の神､仏壇に供える. 噺子舞 .籾曳き .村芝居､ガーニーなどを行う.この日

まで鉦 .太鼓を嶋(ウチチウマチ-) らすことがゆるまれた.旧九月九日 10月19日

旧九月九Elの継蘇 土帝君に､韓覇､菊酒などを供えて､参拝者を迎える.旧

九月十八夜 10月288 旧九月十^E]の雑費 土奇書に､捷頭､菊酒などを供えて､参拝者を迎える.+tJL* 11月3El 津浪舌区敦盛塔前にて､区の戦没者の慰霊祭を行う.

*区長幼 女 11月11日 区の最大の年中行事.各班､チビもたちからお年春tJまで参加し､異世代交流と地

域団結の鳩となる.事区内津持 12月9日書年赦しイベント 12月31日

土帝暑中宙′+軸 マラソン 1月1日 旧土帝君祭の相乗 土帝君前に区民が

集い､祝杯を交わしながら共に年達しをする.*沖汝舌新年会 1月20日 昼はゴルフ､グランドゴルフ大会を行い､夜は交流を中心



津波古は 2007年現在 990世帯で､佐敷町のなかでも最も人 口が多い自治区である｡

自治区は 12の班で構成 され､各班長のほか､老人会､婦人部､青年部､各種芸能保存

会等の代表が自治会の評議員を務めながら区行事の運営諸事を決定している｡自治区

によって有給で雇用された区長が､公民館に事務所を置いて区の諸事業を事務運営す

る｡区としての活動は､区有地の地代や区会費を財源に行われる｡ しかし今 日､第一

次産業の農業 ･漁業を専業とする世帯はその内の50数世帯に過ぎず､ほとんどの住民

が第三次産業従事者で町外へ通勤 している｡また､町内には高校がないため､16-18

歳代で平 日の日中､区内にいる者は少ない｡ したがって､全区あげての行事は週末か

休祭 日に行 うようになった｡

表 卜4からは､戦前に比べて年中行事と芸能との関係がかなり希薄になっているこ

とがわかる｡また､戦後の家族中心生活に対応 した行事がふえているのも特徴的であ

る｡しかし､それにもかかわらず津波古で芸能の継承が盛んに行われているのは､継

承の社会的脈絡が変ったことを意味するものであろう｡このことについては､1.3.1

で述べる｡

なお､年中行事とは異なるが､沖縄では戦前まで毛遊び (モーアシビ)とよばれる

野外での青年男女の遊びがあった｡集落のはずれの野原や広場に若者が集い､三線に

あわせて歌や踊 りの掛け合いしながら夜更けまでにぎやかに遊んだのである｡佐敷で

は大正の初期からが昭和 12､13年頃までつづいたと伝えられる｡｢アッチャーメ-小

(グヮ-)｣｢浜千鳥｣｢加那ヨー天川｣などがよく歌われ､三線､笛､パーランクにの

せて即興的に作った歌を掛け合 うこともあったといわれる(瀬底･平良1984:470-471)0

1.2 佐敷町におけるコミュニティの成立条件

佐敷町におけるコミュニティの成立は､集落構成の時代変遷における人々の関係､

学校を仲立ちとした異世代間の継承関係及び､歴史的な海外移民との交流という3つ

が主要な条件である｡また､町制移行後に町 ･町内諸機関の主催で行われた町づくり

に関するシンポジウムは､公共文化施設の設置構想を始めて腫胎するものとして重要

な意味をもった｡

1.2.1 佐敷のコミュニティの態様

戦前の佐敷では､1.1.1でみたように､ムラヤーを生活空間の中心にし､祖先崇拝
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や農耕儀礼につながる年中行事を媒介 として字というコミュニティ単位が形成されて

いた｡沖縄戦 (第二次大戦)を挟んで後､佐敷の産業基盤は農業から後退し､近郊都

市部-の通勤者が増えたことで､コミュニティの成立条件を大きく変貌させた｡

佐敷のコミュニティの態様は､歴史性から次の三つの視点に整理できる｡

第一の視点は､｢伝統的集落と､戦後新たに開発された新興住宅地域とが並存する町｣

という現在の視点である｡伝統的集落では､家々が先祖代々の土地に定住 し､年中行

事や農耕作業等における相互扶助の関係を集落内で保ってきた5｡その関係に依拠した

伝統芸能も､折々の復興努力を通して継承されてきた｡それに対して新興住宅地域の

住民は､佐敷町外からと､戦後世代を主とする町内からの移住者で､町外への通勤者

が多くを占める｡町行政からの委託業務をおこなうための自治会は存在するが､旧集

落のように､地域の伝統的行事等の共通記憶はなく､歴史的な意味でのつながりは希

薄である｡別の見方をすれば､地域コミュニティに依存する条件にない人たちである｡

いわば､地域密着型で内向きのエネルギーをコミュニティに発揮できる人々と､地域

外で新しい情報を得て､個人的な価値観で文化活動を行 うことのできる人々とが混住

している町なのである｡

第二の視点は､｢出身校を仲立ちとした世代継承的なコミュニティ｣-の視点である｡

佐敷町には､戦前から戦後の一時期まで小学校が 1校しかなかった.戦後の新制度に

よって設立された中学校も佐敷中学校 (1948年創立)1校で､現在でも状況は同じで

ある｡小学校の開設は 1874年の佐敷尋常小学校に遡 り､この開設は沖縄県下でも極め

て早い時期にあたる｡8年制の尋常高等小学校時代を経て､戦後の 1948年に6年制の

佐敷小学校に改編され､このとき上記の中学校が新設された｡小学校が 2校に分かれ

たのは 1982年のことである｡

小学校 2校分離の際に､花城は佐敷小学校の歴史を振り返って ｢全町民の母校とし

ての自負が､伝統のもう一つの土台となってきた.(中賂)全町民がこの唯一の母校を

思い､常にわが町の教育文化のセンターとして機能するよう心から応援してきたこと

が､輝 く伝統にいっそう磨きをかけた｣(花城 1982:333)というように､いわば佐敷

の人々はほぼ全員が同じ学校の同窓生なのである｡また戦前から佐敷には､本土での

5 各集落内には地縁的組織である ｢クミ｣と､製糖作業を仲立ちとした自立的組織 ｢砂糖組

サタ-クミ｣があり､葬式､家造り､製糖作業のほか､年中行事を共同で行った (渡名喜
1984:8-17)0

18



高等教育を受けて帰村 した医師や教員が居住し､佐敷村 ･佐敷町時代を通 して､佐敷

出身の人が学校管理職に就 くことも多かった｡佐敷中学校の校歌を作詞 した嶺井強衛

(1888-1967)は､新里出身で沖縄師範学校､日本大学高等師範部を卒業 して 1913年

から1915年の間佐敷尋常高等小学校教員を勤め､戦後は知念高等学校の校長として職

を終えた人物である｡ 嶺井は大正初期に佐敷で在任 した当時の佐敷の教育事情につい

て､次のように回顧 している｡

わが佐敷村は旧王朝時代の天領地 (おかけじま)で村の首脳者を始め村民皆が

自覚とプライ ドを､心の奥にもち､教育､政治の運営はもちろん､青年会､婦人

会､社会教育等の活躍目覚ましく､その優秀なる成績を次々とあげ､沖縄県知事､

部長､教育会などから表彰されているのを覚えている｡私が在任中でも､琉球音

楽の大家､金武良仁先生の演奏会が盛大に催 されたことや､東本願寺の田原法水

師､田原法馨師､西本願寺の管深明師の講演会もたびたびあった｡また当時の村

長平良亀助さんや､村医の宮城松青先生方も､後輩の指導に専念せられ､就職転

勤等､つねに誠意を傾倒 して下さったことも感謝しているしだいである (嶺井

1963:16)0

近代教育の枠組みである ｢学校｣を仲立ちにして世代間にコミュニティ意識が繋が

れており､その繋が りは､戦後の学校校舎の復興､度重なる台風による学校損壊の復

旧とい う共同作業によって強化され続けた｡さらに 1980年に ｢老人福祉センター6｣

が出来るまで､町全体で行 う大がかりな行事は小学校の体育館や運動場がその主会場

として用いられ､同校の創立 80周年､100周年には村民 (町民)あげての式典行事 と

芸能公演が展開されるなど､学校が公共の文化施設的な役割を果たしてきた｡

戦中･戦後生まれの佐敷の人々は､唯一かつ共通の母校である佐敷中学校の校歌を､

世代を超えた共有の音楽財産としている7｡ その歌詞には､｢宿納 (しゆくな)の山の

明雲｣｢仰げば高し月代 (つきしろ)の｣｢馬天 (ばてん)の海は波静か｣のように､

6 現在は ｢南城市老人福祉センター｣として社団法人南城市社会福祉協議会によって運営さ

れる｡

7 佐敷中学校の校歌は､成人式で､成人と参列の親でいっしょに歌われるのが恒例化してい

る｡また､異世代でのパーティー等でもしばしばコミュニティ･ソングの役割で歌われる｡信
州人がうたう ｢信濃の国｣に似たコミュニティ結束の性格がある｡
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佐敷の東西の地名を織 り込んで郷土性をにじませている｡また終戦後す ぐに創立され

た時代性や､祖先崇拝の風土性等を反映 して ｢戦後の嵐すさぶ とも｣｢祖先の神のみ光

を｣｢祖先の血潮受けつぎて｣等の詞が詠み込まれている8｡

巣常l-1 佐敷中学校校歌 (冒頭) 嶺井強衛作詞 金井喜久子作曲

しゆ く な の や ま の あ け ぐ も は よ あ げ が お か に

て り は え て わ か く さ も ゆ る が

く え ん にま な ぶ わ が と も ろ っ ぴゃ く よ

､ あ お げ ば た第三の視点は､｢佐敷出身海外移民をとおし

た外部世界とのコミュニティ｣という視点である｡佐敷は沖縄の他の地域と同じように､戦

前からハワイ ･南米-多くの移民を出しており､海外 との交信が盛んであった｡戦前の佐敷村民

の海外移住は 1904年に開始し､1941年までつづく｡移住先は人数順にブラジル､ハワ

イ､フィリピン､ペルーであり､他の国-の移民数も入れてその人数合計は 1,1

38人に及ぶ戦後も 1954年から1986年の間の移民は､判明しただけで 152

人いる (石川 2004:3ト33,41)0移民には移住国に住み着いて国籍を取

得 した者が多いが､帰国して海外の文物を佐敷にもたらし､海外からの送金等を通し

ての交信を維持 した｡ とくに､終戦直後は､ブ

ラジル ･ハワイの移民が戦後復興のために佐敷-金銭的 ･物的援助等を行った｡今日もなお



2002年までに 66人の青少年をハワイに送 り出している｡ホームステイの受け入れ先

は､佐敷移民の家庭が主である｡

このように佐敷では､移民やその子弟を通して直接､間接的に県外 ･海外の異文化

に接触する機会があっただけでなく､そのような外部情報が地域社会に環流しやすい

条件にもあった10｡海外との地縁 ･血縁交流を通して､地域アイデンティティを再認識

し､コミュニティの輪を広げてきたのである｡

1.2.2 町制施行後のコミュニティ意識の変容

1980年､佐敷は村から町-行政制度を移行 した｡これを機に､佐敷町は町民憲章 と

町のシンボルとしての町章を制定した｡

町制施行後の 1985年から翌 1986年にかけて､佐敷町は町内の諸機関と連携して町

制 5周年を記念し 《まちづ くり100日シンポジウム》を実施 した｡シンポジウムは､

｢21世紀を拓く･きらめくわが街 ･佐敷｣を主題にし､佐敷町､同商工会､農協､青

年会､老人会､婦人会等の共同主催によって行われた｡｢イキイキ自然 夢ある街を｣

｢さわやか佐敷 健康づくりの展望｣｢明日をめざす農業 活性化のために｣｢輝 く緑

あふれる自然｣という4つのテーマに沿って､町民意見発表､専門家の基調講演､パ

ネルディスカッションが､町内の老人福祉センターや屋外史跡等を会場にして行われ

たのである｡

このシンポジウムは､その後の佐敷町におけるコミュニティのあり方に､ひとつの

指針を示すきっかけとなった｡シンポジウムの効果は､次の4点に要約できる｡

1)佐敷の人々が､集落を超えて町全体のコミュニティーづくりの意識を持った｡2)

町外の専門家が佐敷町の自然環境･健康生活 ･農業の利点と可能性を肯定的に訴えた｡

3)多様な町民が参加 して町づくりの構想を提案 した｡4)1)､2)の中から町民共有の

公立文化施設が必要であるという意見が出た11｡

10 佐敷村教育長津波元八は､佐敷村民の ｢伝統的な人の和と又子弟の教育に対する関心度と

熱意｣を賞賛し､栄誉ある村出身として､博士号を取得者した､瀬底正快 (医学)､嶺井強二
(医学)､屋比久トール (米国 ･生物統計学)三名の名をあげている(津波1969:2-3)0
戦前のハワイ移民で､その後米国文化をもって帰村した渡名喜元完は､町民ミュージカル《ぐ

わんぐわんタンメ-ちや-がんじゆう》の主役モデルとなり､同じくハワイ移民で飛行機製作
を試みた勢理客繁も､第二作の町民ミュージカル 《りっか､この風に乗って》のモデルとなっ
た｡

11 同シンポジウム実行委員会は､佐敷町役場､佐敷 ･中城漁業共同組合､佐敷町農業協同組
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後に刊行された報告書の冒頭 ｢発刊のことば｣で､当時の町長山城時正12はシンポジ

ウム開催の意義を ｢町制施行 5周年 という節 目を迎え､まちづくりを再点検 し､地域

特性を生かした郷土の将来の方向性を確立する足がかり｣とするとし､実施の結果 ｢ま

ちづくりの主役は､町民のみなさんであるとい う再確認もでき､共に考え､共に歩む

まちづ くりは､いよいよ大きく進展 していくものと考えます｣と述べている (山城

1987:1)｡この言葉からは､町民の主体的な町づくり-の発想と行動を期待 しながらも､

為政者 としての新 しい町づくり-の山城の意思が読み取れるのである｡

シンポジウムで提案されたコミュニティ形成に関する町民の意見､未来構想の要点

は以下である｡

1)佐敷町の豊かな自然環境をまもる

2) 農業者 と通勤ホワイ トカラーとが隣接して住む､"混住型"地域社会になりつ

つあるので､そのための新 しい町づくりを考える

3) すべての町民のための憩いの場､諸行事の場 としての文化的共用施設 (たと

えば中央公民館)を設置する

1)は､復帰後 12年を経て急速に本土経済の波にのまれてゆく沖縄県全体の経済動

向のなかで､"町"になる-都市化する､こと-の危機感から､佐敷町全体のアイデン

ティティーを見つめ直したものである｡2)は､町制移行以前から進行 していた佐敷の

集落構造の実態を直視 し､それを受入れて新しいコミュニティづくりを目指そうとす

る意識で読み取れる｡言い換えれば､それまでの農業生産中心の伝統的集落という内

向きコミュニティから､町-移行することによって町民全体のコミュニティの場をど

のように構築してゆくべきかとい う問題意識が､新たに出てきたと捉えることができ

る｡

合､(以下いずれも佐敷町)商工会､老人クラブ連合会､婦人連合会､青年連合会､区長会の
構成である｡連合会とあるのは､各集落の単位指導者による連合組織を意味する｡専門的立場
からは､自然地理学者目崎茂和 (琉球大学教授)､保健医学古見耕一 (杏林大学教授)､医師吉
田朝啓 (沖縄県公害衛生研究所長)等が基調講演のなかで､佐敷の自然環境､健康生活に関す
る高いポテンシャルを語っている｡

12 山城時正 (1933生)津波古出身｡佐敷村時代の1973年から1993年まで連続5期にわたっ
て､佐敷村長 ･町長を勤めた｡
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3)は､2)を具体化する案として提起された｡ しかし､これに関しての議論は単純

な未来志向型のものではなかった｡たとえばパネ リス トの一人は､｢今後は時代に対応

した新しい祭､みんなが参加できる祭づくりのできる場｣が必要だとしながらも､理

念的には ｢集落ごとに生活､労働､祭 りと遊びの場が集約 してあったかつての共同体

の特質､伝統性｣を維持すべきだと述べた13｡また､按司時代の歴史を思いおこし､佐

敷出身の尚巴志王のイメージを共有することで､琉球王府時代の誇 りを呼び返す佐敷

にしようという主張もあった14｡いずれも､佐敷独 自の歴史 ･文化を拠 りどころとする

文化的供用施設がイメージされていたことになる｡

このシンポジウムの内容は地元新聞でも克明に報道され､町制移行直後 ということ

もあって､多くの町民の関心を呼んだ｡また｡同シンポジウムでのまちづくり構想に

関する各種曝案は､後に佐敷町の 『第二次総合計画 (1990)』の中により踏み込んだプ

ランで反映されるところとなった15｡ 総合計画は､町づくりの理念 として､｢自然､教

育､高齢者や子供たちを大事にする｣､｢産業の多様化をはかる｣のほかに､｢歴史と文

化をもとに町民の創意による町づくり｣を掲げている｡

具体的には

･歴史的遺産だけでなく､同時に現代が生み出した多くの文化を大切にし､未来

のための文化づくりにも努める｡

そのために

･町民の生活の中から創意工夫 される文化を育て､活力にあふれたまちづくりを

実現する｡

そのために

･歴史 ･文化的風土づくりをめざして､行政センターを形成し､町民の文化活動

13 シンポジウム報告書における渡名喜明 (1945年生佐敷町･伊原出身､当時は沖縄県教育庁

文化課主任専門員)の意見02006年からは､南城市文化センター運営審議委員会委員長の任に
ある｡

14 歴史回帰とも呼べるこの種の主張は､今日もなお沖縄で聞かれることが多い｡しかし､歴

史上沖縄の独自性を喪失しつづけた過酷さを振り返ると､この主張は沖縄アイデンティティ-
の強い希求の文脈で読み取らざるを得ない｡

15 『第2次佐敷町総合計画』(1990)の巻頭で､山城町長は同総合計画を ｢今後のまちづくり

の基本方針となるもの｣とし､｢町民一人ひとりが安心して､希望に満ちて､明るく暮らすた
めのまちづくりのマニュアルとし､21世紀を切り開く指針と確信している｣と述べている (山

城1990:巻頭頁)｡町づくりの将来像として1.佐敷シーガーデン 2.全町植物固化 3.コミ

ュニティ･ネットワーク 4.-ルシータウン 5.佐敷 ･ルネッサンスの5つの構想を描いて
いる (佐敷町企画室 1990a:34-38)0
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や多面的な活動の拠点づくりを推進する｡

と喜匝ったのである (佐敷町企画室 1990b:18)0

要約すれば､｢未来を志向する｣､｢町民の創意を育てる｣､｢文化活動の拠点をつくる｣

といった三つのシナ リオが､佐敷町のコミュニティ形成の手法として描かれたことに

なる16｡

本土復帰後､沖縄の政治 ･経済構造は急速に変化した｡それに連動したコミュニテ

ィの変容は必ずしも佐敷ばかりではなかった｡多くの自治体が､農村型社会から混住

型社会-急速に変貌 した｡団地等新興住宅地域の建設によって流入 してきた人口増と

町外-の通勤者の増加が､伝統的集落をふくむ地域を居住のためのベッド･タウン-

と変貌 させていったのである｡しかしこうした町の変貌にあっても､佐敷の人々はコ

ミュニティ成員としての精神的な粋の維持を求めていた｡変貌のなかにあって､歴史

的集落に象徴される狭い意味での共同体意識から脱却し､佐敷全体を､ひとつの共同

体として再構築しようという気運が先のシンポジウムや総合計画に読み取れるのであ

る｡

ところで､新 しいコミュニティの形成とは言いっつも､そのモデルとしてかつての

コミュニティ･シンボル､｢ナ-｣と ｢ムラヤー｣が町民の側からの理念として挙げら

れたことには注意を払 う必要がある｡

この段階では ｢行政センターの形成｣という漠然としたものであり､それが具体的

にどのような公共施設を意味するかは不明であったからである｡いわば､コミュニテ

ィ形成の場として､歴史的な理念だけがイメージされ､しかし後の文化施設構想にそ

のイメージが具体的に影響を与えることとなったからである｡

1.3 コミュニティの音楽文化環境

戦後からシュガーホール誕生までの佐敷の音楽環境は､大きく､伝統音楽の額域と

西洋音楽の系譜に関する領域とから概観できる｡ここでいう伝統音楽とは､首里王府

に発生をみた琉球古典音楽 (以下古典音楽)と､地域の民俗芸能に伴う音楽や民謡を

意味する｡したがって沖縄固有の楽器による音楽と､主として三線を伴奏に沖縄語で

歌われる歌謡を含む｡これらの音楽は､主に集落の広場 ･公民館､一般家庭のほか､

16 1.4で後述するように､｢第二次佐敷町総合計画｣が出された1990年は､佐敷町庁舎等建
設委員会が､中央公民館の設置を答申した年に合致する｡
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大規模なイベン トでは学校体育館､老人福祉センターの集会室などで演奏されてきた｡

西洋音楽の系譜とは､クラシック音楽のほか､ポップ ･ミュージック､日本本土の

歌謡曲､学校音楽教材等の調性音楽に基盤を置く音楽全体を意味する｡多くは共通語

でうたわれるが､部分的に沖縄語をふくむ歌 ･合唱曲と､西洋起源による楽暑紬ミ主で

ある｡ただし､楽器は西洋楽器だけでなく､沖縄の伝統楽器が用いられる場合もある｡

これらは主として､学校､ライブ ･ハウス､音楽教室などで演奏されてきた｡

1.3.1 地域の民俗芸能

佐敷では民謡や古典音楽また民俗芸能に付随した音楽をたしなむ人々が多い｡民俗

芸能は主に伝統的集落で継承されてきたもので､戦時中から戦後にかけての時期に一

時途絶えたが､その後集落 (区)行事の復活ととともに徐々に復興された｡舞踊､村

芝居､棒術､獅子舞､狂言､古武術等の芸能に伴 う楽器は､三線 (歌をともな う)､笛､

太鼓 (桶胴､パーランク)､鉦 (鉦鼓､銅鏡)等で､指笛も重要な楽器である｡これ ら

の演奏は､従来から集落民のなかで芸能に心得のある人々が担当してきた｡

戦後の民俗芸能の組織的な復活は 1970年に遡る｡佐敷村は沖縄県内の各市町村にさ

きがけて 1970年 ｢佐敷村文化財保護条例｣を制定し､5名から成る文化財保護委員会

を中心にして有形 ･無形の文化財調査に着手したのである｡その調査は概略以下の方

針と内容で､本土復帰 (1972)をはさむ 1970-76年の間続けられた.その調査活動を

要約すると以下のことがらである｡

1) 各字の古老を訪ね､その土地に残された文化財をできるだけくわしく 聞き

出し､字毎のリス トをつくる

2)昔の生活用具を蒐集し､展示できるようにする

3)史跡 ･名勝等に標柱をたて､保護観念と保存を呼びかける

4)民俗芸能､伝統芸能の保存者が健在な場合､それを正しく伝承するための措

置を講 じ､記憶にとどまるものは復活し継承する｡そのために年一回の ｢(佐

敷村)文化まつり｣を催 し､発表の機会を与える (宮城鷹夫 1975:118)17

17 佐敷村文化財保護委員会は瀬底正俊 (委員長)､平良亀順､普天間敏､宮城鷹夫､渡名喜明
で構成された｡調査結果は『佐敷村文化財要覧/昭和50年､52年度版』(佐敷村文化財保護委
員会編)として刊行された｡
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とくに 4)は､調査だけではなく､民俗芸能を復活 して継承をはかったという点で

重要であった｡文化財保護委員及び各集落の芸能経験者の共同によって復活 した芸能

は､1974年-1979年の 5回にわたって佐敷村 ･同教育委員会主催の ｢文化まつり｣

で上演された｡会場は佐敷小学校または佐敷中学校の体育館で､観客は村民が大多数

であった｡1974､1975年当時の上演内容は､表 ト5である｡

表 1-5 位教材 ｢文化まつり｣における芸能演目と音楽

学 名 1974年 1975

年津波舌 獅子舞 :歌三線､鉦～太鼓 r獅子舞｣ :鋼壁組棒 (棒簡):歌三線､鋼塵､鉦 r組棒J (棒衛

) :銅鏡､鉦雑蹄 r松竹梅｣ :歌三線～太鼓 老人蹄 ｢天人 (アマンチ

ユー)｣ :歌三線小谷 雑滞 ｢貰花滞ul (古典

舞踊) :歌三線新里 舞踊 咽 頭さばくtJJ:歌三線歌劇 ｢伸順流れ｣ :歌三線雑踊 ｢汗水節J:歌三線 雑蹄 ｢汗水節J:歌三線～太鼓老人踊

r長者の大童｣ こ歌三線､太鼓兼久 雑席

｢ミルク節｣:歌三線､太鼓佐敷 雑繍 ｢あやぐ｣ :歌三線二才繍 r高平良万歳J :歌三線､太鼓 雑踊 ｢あやぐ｣ :歌三線舞踊 rなぎなたJ:

歌三線網引rガーニー｣ :演者のもつ太鼓手萱根 組踊 r阿波根｣ :歌三線臼太鼓 (ウスデータ):舞席者の歌声エイサ- :海路者のもつ鉦と手太鼓 舞方樺 :

歌三線､太鼓エイサー :舞踊者のもつ鉦と事太鼓伊原

劇 『組席 .手水の緑の r間のもの｣』 棒祷 :鉦屋比久 武祷 rティンペ- (盾)
とカマンティ- 武禰 rティンベ- (庸)とカ

マンティー(鎌の宇目 :銅轟､鉦

(鎌の手)｣ :鋼錬外聞 舞踊 r薄くi)節｣ :歌三線喜祖埼

雑粛 ｢馬山川｣:歌三線 歌劇 ｢挽物口説｣海路 rダイサナジヤ-A仲伊保 雑踊 ｢八重

山ミルク節｣ :歌三線､舞踊者のもつ手太鼓 狂言 ｢ナカジヤ-ヒ-｣ :歌三線≒顎莞〟式

Jy'"I"gh-ガ壁烹蓑和義章毎 姦緩 丈.-聖--.票.軽く=.I-' ･軽
読..-.r

E藻 茎..戦野-2､〉:訂- モノ-器.′弐㌫'J'-Ti一議.嘉 一..∵㌧ー†

■○n-現芯牧-一室遠望蒜~ --話芸.賢さ茸諾.警護等 ･右ff至芸宰

LJV<(『佐敷村文化財要覧/

昭和50年､52年度版』より筆者編集)これら各字の民俗芸能 (村踊りまたは

農村舞台)が､教育委員会の努力によって復活 され､佐敷全体の人々の前で上演されたた意義は大きい｡上演の場が各字



大城学によれば､元来の農村舞台の様式は､1.舞台と客席を仕切る幕がない､

2.舞台と楽屋を仕切る幕があり､幕のすぐ後方は地方 (地謡 :筆者注)席 となる､3.

舞台の演者の正面､つまり､客席の後方には､御縁の神の在所でもっとも聖なる場所

のイべ (神域)がある｡

以上のことから ｢舞台で繰 り広げられる芸能は､村人に健康や幸せを授け､豊穣を

もたらしてくれる神 (村落の守護神)に見せるために上演されるのである｣と述べ､

名護市真書屋､八重山竹富島等の農村舞台を図示 している (大城 2003:60-61)O

図 卜5はそのなかの名護市真書屋のアサギナ- (祭 りを行 う広場､アサギ庭)と舞

台の配置関係を図示したものである｡

図 卜5 村締りにおける舞台 名護市真書屋 (アサギナ-)

佐敷にあっても､戦前までの民俗芸能はこうした祭硬性を演ずる場の条件 とと

もに維持していた｡しかし､｢文化まつ り｣は､

民俗芸能の復活と継承 という目的のもとに催され､従来の時間 (年中行事)と場 (

集落)の文脈 とは異なったところで上演されたの



対象に演じられた

3) 屋外や､屋外の架設舞台 (バンク)で演 じられたものが､学校体育館等

公共施設の屋内ステージで演 じられた

こうした上演の時間と場の変化が､芸能の内容にどのような変化をもた らしたかは

定かではないが､年中行事の脈絡からはずれたことで､神-の奉納芸-神アシビ (遊

び)としてあったものが､アシビそのもの- と転じる契機 となったことは確かである｡

いわば､19世紀型の村踊 りが ｢農村舞台と宮廷舞台の往還しながら､芸能を変貌させ

つづけた｣(大城 2003:78-80)に近い現象が生じたであろう18｡ また､複数集落の芸

能が一堂に会 したことで､集落間にある種の競争意識をもたらしたことも想像されるO

｢芸能そのものの鑑賞｣が､競争的環境のなかで行われれば､-共同体のコミュニテ

ィ ･ツールのレベルを超えて､より磨きのかかった上演 となったのではないか｡また

一方で､佐敷の民俗芸能が集約されることで､佐敷全体のコミュニティー意識を醸成

する場 となったとも考えられる｡

表中に記載 した､津波古の老人踊 ｢天人 (アマンチュ-)｣と､新里の ｢長者の大主｣

は､沖縄の農村舞台に広く伝承される村鏑の一種であるO百二十歳､あるいはそれを

超える長老-長者が､子や孫を引き連れて登場し､狂言を行なってから豊年満作 ｡健

康を祈ってともに踊る予祝芸能である.図 卜6は､字津波古の ｢天人｣､図 1-7は字新

里の ｢長者の大童 ｣で､いずれも1975年に佐敷中学校体育館で演じられたときの記録

写実である｡

18 沖縄全島に広く伝承される村踊り ｢長者｣または ｢長者の大主｣が､かつては農村舞台で
演じられていたが､19世紀には宮廷舞台にも採り上げられ､さらにはまた農村舞台に還ってゆ
くという､大城の ｢往還｣の指摘は興味深い｡大城によれば､農村舞台の ｢長者の大主｣が宮
廷芸能に移行することで､国王-の祝言-と詞章の内容が変化する｡それは同時に､農耕的な
内容､祭配的要素が減じられ､｢神アシビ｣がより芸術的な磨きをかけられて､遊楽の意味の
｢アシビ｣-と変貌した｡さらに､それが再び宮廷舞台から農村舞台に還ったときには､従来

の農耕に関することがらに徐々に変化する｡つまり演ずる場と状況を往還しながら､芸能その
ものがいっも｢変貌の途中の過程｣にあったと指摘している (大城 2003:78-80).このように､
沖縄芸能が､演じられる場と状況によって､内容と演じ方が変化する柔軟性には注目してよい｡
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図 1-6 佐敷の民俗芸能 :字津波古 ｢天人｣

(『佐敷村文化財要覧昭和52年版』:巻頭より

)図 卜7 佐敷の民俗芸能 :字新里 ｢長者の大主｣

(『佐敷村文化財要覧昭和52年版』:巻頭より)ところで､表 1-4の最下段に集落単位 とは異

なった伝統音楽の集団演目がある｡1960年代に入ってからは､佐敷にも古典音楽､沖縄民謡の民間教室 (沖縄では一

般に ｢研究所｣とよぶ)が誕生 した｡古典音楽では 196



地謡が地域コミュニティを越えて､-流派としての独自の演奏家集団､"地謡集団"へ

と発展する可能性を率むものであった｡ただし､現在でも地謡を専業とする人は稀で､

多くは生業を別にもっている人たちで､いわばセミ･プロのような存在である｡

1.3.2 洋楽の動向 一学校教育の音楽文化一

洋楽は主として学校教育における音楽文化としてあった｡戦前の沖縄県における教

育界は､｢強力な天皇制教育体制を敷く政府-県庁｣が主導権を握 り､県政全体の本土

化政策のもとで ｢皇民化教育 ･同化教育｣の施策が展開され､日本本土以上に国家的

色彩の強い教育が行われた (浅野 1991:241)｡佐敷尋常高等小学校における音楽教育

の内容も､本質的には戦前の本土の唱歌科と同じであった｡

戦後は､米軍政府内に置かれた文教部の方針によって､従来の教科書から ｢軍国主

義的､国家主義的､選民的教材｣を排し､｢沖縄文化の再認識を目指し､郷土教材を豊

富に盛った｣沖縄独特の教科書を用いて､初等学校の再興 (1946年)がはかられる (当

銘 ･新垣 ･上原 ･宮城 1977:322)｡この方針の下､戦前の沖縄県男子師範学校の唱歌

科教諭であった宮良長包 (みやらちょうほう1883-1939)の作 ･編曲した郷土教材歌集

が､その教え子たちによって復刻され､学校教材として用いられた時期もあった｡し

かしその教材の多くは､題材やタイ トルを郷土文化に借 りながらも､音楽の様式その

ものは戦前の唱歌や大正期の新興童謡等､洋楽の系統に近いものであった｡

1950年に､米軍政府の援助のもと設置された琉球大学教育学部は､その後の沖縄の

初等 ･中等学校の教員を占有的に養成し､県下の音楽教育に大きな影響を与えるよう

になる｡教育学部音楽科では､｢初等教育課程｣｢中等教育課程｣の二課程が置かれ､

前者ではバイエル教則本と､コールユーンブンゲンが必須教材として用いられた｡後者

の音楽科教員養成も同様で､いわば正典化された西洋クラシック音楽の独唱曲､合唱

曲､ピアノ曲､吹奏楽曲などが主教材として用いられた｡この時期､当時の教員や学

生は､米軍の払い下げや寄贈による吹奏楽器､レコー ド盤､楽譜等を貴重な教材 ･教

具として用いていた (筆者の卒業生インタビュー :2006年 10月)｡

佐敷村では戦後の 195卜1962年の間に､佐敷小学校に5台のオルガンが婦人会や在

ハワイ佐敷村人から寄贈されている｡

1963年､小学校創立八十周年記念と十五周年を迎えた中学校-は､村民の浄財によ

って"待望"のピアノが記念備品としてともに納入された｡当時の中学校音楽教諭は､
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謝辞を兼ねて次のように音楽指導の実態を記 している｡

｢学校にピアノを持つとい うことは､音楽担任者の永年の夢でありました｡(中

略)十五周年行事をもたれるに先駆けて､今年のコンクールに間に合わせていた

だき､音楽担当者は勿論､生徒の喜びようは一通 りではありませんでした｡(中

略)毎年､全国の音楽コンクールが催 され､各県各地区の音楽のレベルが篇われ

ますが､一つの課題曲が全国津々浦々に至るまで歌われます｡ところが､作曲者

がピアノで演奏されるべく作曲してありますので､オルガンでは不自由な分､知

高 (筆者注 :県立知念高校､中学校からは徒歩とバスで 20分ほどの距離)まで

行き､放課後の練習時間を貰って､点灯時まで貸 していただいたものです｡帰 り

の時間が遅くなりますと､生徒の帰宅にも大変気を使いました｡(中略)まず生

徒の伸びの速い事に驚きを感 じてお りますが､教具を与えれば､自然に各自のも

ってい る可能性 を引き出す事が出来 る事 を痛感致 してお ります｣ (辺土名

1963:459-460).

ここでい う "全国の音楽コンクール"とは､｢沖縄県音楽教育研究会20｣が 1956年か

ら実施 していた全国合唱コンクール (全 日本音楽教育研究会主催)のための沖縄県大

会を指し､県代表は "本土の"九州地区大会に派遣 される特典があった｡同研究会は

この合唱コンクールだけでなく､同年から県下の小中高を対象とした独唱 ･独奏 ･合

唱 ･合奏部門別のコンクールも実施 し､その小中高各部門の一位入賞者による ｢全琉

音楽祭｣を毎年那覇市で開催 して現在に至っている｡

戦後沖縄の学校音楽における一種のコンクール志向現象は､以下の文脈で読み解 く

ことができる｡

1.地域コミュニティを結束する装置 としてあった芸能が､学校コミュニティ結

束の装置として伝播した

2.教育界全体の本土復帰-の強い願望が､コンクールを回路とした日本本土-

20 音楽教育に携わる小中高教員による研究会で1954年に発足した ｢沖縄音楽協会｣(初代会

長糸洲長良)がその前身である｡2007年現在は ｢沖縄県小学校音楽教育研究会｣､略称 ｢小音
研 (会員 198人)｣､以下 ｢中音研 (150人)｣｢高音研 (47人)｣｢特殊学校 (51人)｣の下部組
織をもち､合計446人の教員が研究会やコンクールなどを活発に行っている｡
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の渡航 (コンクール遠征)期待を生んだ

3.音楽科教師の力量が､外部的評価につながるものとして教育界に機能 した

こうした沖縄音楽教育界の動向のもと､佐敷小学校でも教科外の音楽活動 (クラブ

活動)は､鼓笛隊､合唱､金管バン ド､吹奏楽が中心に行われてきた｡佐敷小学校百

周年記念 (1983年)では､小学校と中学校との合同鼓笛隊のパレー ドが､佐敷小学校

創立百周年記念誌 に写真入 りで記録 されている (『佐敷小学校創立百周年記念誌』

1983:326)21｡その後も､1987年に開催 された ｢第42回国民体育大会海邦国体｣時に

は､全県の学校に式典音楽参加のための吹奏楽器が贈呈され､佐敷でも小学校 ･中学

校を問わずこれらの楽器による音楽活動が奨励されたのである｡

また 199卜1993年の間､佐敷小学校の金管バンド部を中心とした児童は､NHK合唱

コンクールに参加 し､銀賞を 2度受賞している｡このことは､佐敷町民に大きなイン

パク トを与え､誇 りとして語 り継がれてきた22｡

町内には､楽器店の経営する私塾のピアノ教室､幼児から大人までの音楽教室がそ

れぞれ-カ所あり､自宅でピアノや声楽を個人的に教える人も数人いた｡

以上伝統音楽と西洋音楽の二つの領域は､一見大人を中心とした地域の生活空間を

場とする音楽-伝統的音楽､子ども中心の学校を場とする音楽-西洋音楽とに二分 さ

れているように見えるが､実際はそのように単純な関係にはない｡小 ･中学生が集落

芸能の演者 として起用されることもあり､その際には伝統的音楽の学習を行 うことに

なるOまた､戦後は運動会や学芸会等の学校行事で､エイサーや琉球舞踊 といった伝

統芸能を演 目としてとりあげることが多く､指導できる教師がいない場合地域の芸達

者の大人の指導を仰 ぐこともある｡ とくに女子にあっては､近年伝統舞踊の研究所に

通 う者が多く､そこでは琉球古典音楽に合わせながら舞踊を学んでいる｡一方､地域

の大人も､かつては学校で西洋音楽を学び､また親となってからは地域開放型の学校

行事で子や孫の洋楽系の合唱や合奏を鑑賞した経験をもつ｡さらに学校間音楽コンク

21 写真によれば､パレードは ｢つきしろ団地｣の通り､｢冨祖崎公民館｣及び ｢津波古公民館｣

の周辺で行われたことがわかる｡用いられた楽器は､打楽器､鍵盤ハーモニカ､アコーディオ
ンである (『佐敷小学校創立百周年記念誌』1983:326)0

22 当時合唱指導にあたった音楽教師前津元子 (佐敷出身､玉川大学教育学部音楽科卒業､声

楽専攻)-のインタビューによれば､｢子どもたちの合唱経験は乏しかったが､素朴な子ども
たちだったので､率直に歌唱指導を受け入れ､短期間の内に大きな成果を出してくれた｣と述
懐している｡
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-ルでは､父兄が物心両面から活動に関わ り､支援してきた関係にもある｡このよう

な相互関係を示したものが図 卜8である｡

図 卜8 地域文化と学校文化における音楽の関係
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な
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西洋音義(主として子ど も)

教育文化/学

校声楽 (敬)･

合唱鼓笛 ･吹奏楽 ･ピアノゆるやかな補完関係一般に沖縄では､音楽様式の差

異がコミュニティの人々の受容層を分断することはあまりない｡むしろ人的繋がりに

よって､送受信の場が構築されることが多い｡そ ういう意味では､伝統音楽も洋楽も

ともにパフォーマンス系の表現行為として共有しあう関係にあるといえる｡このこと

は､かつて農村舞台と宮廷舞台とを往還した沖縄芸能が､｢演じられる場と状況によって､内容と演じ方

が変化する｣柔軟性にも関係しているといえる｡

1.4文化センター ｡シュガーホール設置の経過以上 1.1から1.3まで､佐敷町

の歴史 ･文化､コミュニティの成立条件及び音楽文化の環境-の省察を行った｡そこ

では､農村型の緩やかな集落構成の村であった佐敷村が､佐敷町-移行することによ

ってより広範なコミュニティを形成し､新しい町づくりを目指す という文脈のな

かで町立の文化施設を構想する経緯が観察された｡本節では､その構想が具体的にどのような経過をたどって､最終的に音楽ホールの



い｡佐敷村から佐敷町-の町制施行を機 とした役場庁舎､中央公民館､福祉センター

等の公共施設の建設構想がその源流にあった｡建設構想は ｢佐敷村公共施設配置委員

会｣ (1977年発足)､｢佐敷町庁舎等建設委員会｣ (1980年発足)､｢公民館運営審議会｣

等の各種審議委員会にゆだねながら､構想を軌道修正 し､先ずは ｢佐敷町文化センタ

ー｣の建設構想に至ったのである｡この経過を表 卜6のように示すことができる｡

表 1-6 佐敷町文化センター建設構想-の経過 1978-1992年

佐敷町の施策 (諮問 .事業等) 春革した委員会または粗雑 答申の

内容1978年 庁舎配置等について諮問 r佐敢村公共施錬 車重畠会J r庁舎及び

や帯鋸J設恵1985年 庁舎 .農村改善センターの位置及 ｢佐敷町庁舎等建設委員会j 1987年 :r農村改
善センター｣建築､庁ぴ敷地について諮問 舎 .公

民館は継続審議とするi佐敷町は､農村改善センターと中央公

民館の複合施設建設を検討する1990年 中央公民館設置の必要性について r公民館運営審議会J ｢
中央公民館｣の設置 :生涯学習と文化セ諮問

ン

夕-の捜能をもつ町のシンボルとして+町は､

中央公民館と町民余盛の複合施設建設を検討する1991年 佐敷町文化センター (仮称)建設について諮問 r佐敷町庁舎等建設委員会J 7′23｢佐敷町文化センターJ設置 :町民会館と公民館の複合施設､

町民会

館は演劇系を中心とした ｢多El的ホール｣とする◆9

′3:町は ｢佐敷町文化センター (仮称)建設専門貴会｣を設置9′3:r佐敷町文化セ
ンター (仮dA ー 演劇系多目的ホールではなく､皇由監査虫土秤)建設専門長安｣ IL1としたE3姦専用ホールを提案

9′8ニ町民会館 (音楽専用ホ- 10′1:町企画室に ｢佐敷町
文化セル)と中央公民館の複

合施設の ン夕- (仮称)建設プロジェクト｢設計競技j開始 チーム｣を設置1l/26億計競技審査 -(育)建築

研究室DAP設計を選定同日 r町づくり講演会｣ (長野県建築士会長宮本忠長)を実施1992年 4/14-19:企画室建設プロジェクトと建築研究室D

APは､全国音楽ホ-ルの視索調査6月議会へ ｢佐敷町文化センター (仮称)建設

計革軌 ーを提出1991年文化センター建設について諮問を受けた庁舎等建設委員

会は､同年の6月-7月にかけて豊見城中央公民館､石垣市民会館等沖縄県内 5カ所の

文化施設を視察調査した｡また､同年 7月 12日､佐敷町文化協会は佐敷町長､町議

会議長に ｢佐敷町文化会館の建設について｣の要請を行 う｡これらの視察調査や要請を受けて､庁舎



1) 町全域の ｢ナ-｣として､町民の心のよりどころ一出会い､交流､連帯､創

造の場-とする

2) 町全域の ｢ムラヤー｣として､町民の社会的活動､文化的活動､教育的活動

の拠点とする

3) ｢伝統の町佐敷と未来に開かれた町佐敷をつなげる｣個性のあるホールを中

心とした施設｡かつての｢ムラヤー｣の機能がとだえかけているのであれば､

中央公民館こそが､地区公民館とネットワークを結び再生してゆく砦になら

なければならない

4) 位置は､町の中央部とし､延床面積は3,800平米を目処とする

5) 町民会館のホールの機能を多目的ホールとし､その主要用途を演劇系とする｡

他の用途のための設備も付加する｡客席は 500席から600席を目処 とする

6) 中央公民館は､特に情報化ハイテク時代に十分対応できるような施設とする｡

社会教育団体の活動のための団体室､資料室も設ける｡また将来の町立図書

館､博物館設置計画との整合性をもたせる｡機能を多目的とし､主要用途を

演劇系とする

7) 文化広場､駐車場の整備もあわせて行 う

(｢センター資料A｣1991年 7月:17)

ここでいう ｢ナ- (庭)｣｢ムラヤー (村屋)｣とは､1.2.2で詳述したとお りかつて

の伝統的集落のコミュニティ機能を発揮した場所である｡文化センターを､町民会館

と中央公民館が一体化した施設としてとらえ､かつてのナ-やムラヤーの精神を現代

に生かしたコミュニティ ･センター-の発想が明確にあったことがわかる｡

同答申はまた､個性的な町民会館のありかたとして､｢佐敷､沖縄の伝統文化を支え

豊かにする｣｢日本､世界の音楽 ･芸能を射程に入れる｣｢学校教育と連動した音楽 ･

芸能の活性化｣とも記し､主用途を演劇としながら､多様な目的に適合する施設､す

なわち ｢多目的文化施設｣の設置を提言していた｡

いわば､コミュニティ形成型の理念を軸にしつつ､伝統芸術の継承と発展､あるい

は芸術 ･芸能の地域社会-の発信という二重構造のデザイン､清水裕之のい う､本来

二律背反的な ｢舞台芸術施設の専用施設｣と ｢市民の多様な集会施設｣のための公共

ホールの役割を期待していたのである (清水 1993:23)0
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しか し､多目的文化施設の構想は､山城時正町長の強い意向もあって､音楽ホール

を軸 とした文化施設-と軌道修正されていった｡

1.4.2 音楽専用ホール を軸 とした複合文化施設-

佐敷町文化センターの建設構想をめぐる審議は､｢庁舎等建設委員会｣から ｢佐敷町

文化センター建設専門委員会 (以後 ｢建設専門委員会｣)｣- と審議機関を移す (1991

年 9月)｡建設委員会は､建築に関する政府系補助金 とのスケジュールから直ちに設計

競技を開始し､同年 11月に (有)建築研究所 DAP23による基本設計が選定されるに至

る24｡

審査発表当日は設計競技入賞作晶の図面 ･模型展示会も行われ､あわせて設計競技

の審査員として招かれた宮本忠長が町並修景に関する講演会を行った｡その講演会に

先立って､山城町長は町づくりの基幹施設 としての ｢音楽ホール｣-の強い期待をに

じませて､以下の挨拶 (抜粋)を行った｡

さて､｢佐敷町に本格的な音楽ホールを造 りたい｡そ して､多 くの町民に本物

にふれ､感動を全身で体験する場を造 りたい｣ というのが､実は私の就任以来の

夢でありました｡正直なところこれまでのわが国では､ どちらかといえば､｢モ

ノとカネ｣中心の経済至上主義的な働 くだけのゆとりのない時代が続きました｡

行政もハー ド面の事業だけではなく､余暇時間の増大に対応できるソフ ト面の事

業を如何に企画していくかが大きな課題 となってまい りました｡

私は､人間が人間らしい感性を開き､美 しさ､楽 しさ､潤いを価値 とする､心

にゆとりのある生活スタイルを獲得するためには､やは り音楽に親しむことが-

23 有限会社 ｢建築研究所DAP｣は､建築士真書志好一を代表とする建築事務所で､沖縄県那

覇市に所在する｡｢佐敷町文化センター ･シュガーホール｣のほか､｢沖縄キリスト教短期大学

1989｣(沖縄県酉原町)､｢佐音量美術館 1994｣(同宜野湾市)等の設計作品があり､前者は日本

建築学会賞を受賞した｡

24 設計競技審査は審査委員長宮本忠長 (1951年生当時日本建築士会連合会理事)､金城清 (佐

敷町助役)､備瀬ヒロ子 (都市科学政策研究所)､我那覇昇 (建築士)､大村重信 (沖縄県建築

士会会長)の5名によって行われた｡

選定の理由として ｢佐敷町の地理的条件､歴史的風土性を直接訴え｣｢明るく快適なひろば
(つきしろ広場)を確保｣｢建築内部-のリズムが平明で利便性｣等とある｡この段階では､

競技設計の審査条件である ｢地域づくりの拠点性｣が評価対象のひとつとなっている(｢セン

ター資料B:1991年 12月 :添付｣)0
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番であると考えています｡そしてそのことを糧 として､健康 ･自然 ･音楽を柱と

した佐敷町のまちづくりを展開してまいりたいと思います｡今回 ｢佐敷町文化セ

ンター｣の建設を計画するに当たって､私たちは､いわゆる多目的ホールではな

く､それだけにつかわれるだけではないがコンサー トホールだと世に言い切って

はばからない施設にしたいと確認をいたしました｡

(｢センター資料B｣1991年12月 :添付)

以上の挨拶からも､山城町長は佐敷町の公共文化施設を､比較的早い時期から ｢音

楽ホール｣の設置として企図していたことがわかる｡

翌年の 1992年 4月､設計者 と町担当職員は ｢バッハホール (宮城県中新田町 1981

年開館)｣､｢ベルカン トホール (広島県瀬戸田町 1986年開館)｣等県外 7カ所の音楽専

用ホールの視察調査を行 う25｡ なかでも､バッハホールのある中新田町 (現在加美町)

は､全国の町村 レベルの文化施設 としては-早く音楽専用ホールを設置 したところで

あった｡他の調査施設も､コンサー トに特化した専用施設である｡文化センター建設

プロジェク トチームと建築研究所 DAPは町長の強い意向を受け､これらの施設調査に

もとづいて以下の方向で実施設計に入った｡

1)21世紀に向けた新しいホール としてプロセニアム形式をとらず､シューボック

ス型の純粋な音楽専用ホール とする26

2)音楽専用ホールにすることで県内のほかの自治体もなしえなかった試みとなる

3)音楽専用ホール仕様の結果､演劇､舞踊等の使用頻度の低下が予測される｡しか

し長い目では､特徴ある舞台空間を活用した新 しい創作活動-の挑戦が期待でき

る (｢センター資料A｣1992年6月 :44-45)

以上のように､多目的型演劇ホールから音楽専用ホール-の建設変更の背景には､1)

25 本文表記以外の視察施設は､｢コスミックホール東条 (兵庫県東条町1990年開館)｣､｢津田

ホール (東京都 1988年)｣､｢カザルスホール (東京都1987年)｣｢ノバホール (茨城県つくば
市 1983年)｣｢水戸芸術館 (茨城県水戸市1990年)｣である｡

26 プロセニアム形式は､プロセニアム･アーチという額縁状の構造物によってステージと客席
を仕切り､鍛帳を備えた劇場を指すOシューボックス型は､ステージと客席空間とを一体化し
て音響性を重視した靴箱型のホールで､一般的にはプロセニアム･アーチや鍛帳をもたない｡
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町長の ｢音楽による町づ くり｣とい う政策理念､2)沖縄県内にある公立ホールの設置

状況と新 しい文化施設の建築動向､3)本土各自治体の文化ホールの専用化-の動き等

があった｡

1) は町長山城時正による ｢佐敷町の個性化｣｢町の独自性の確保｣という文脈での

文化センター設置に関する議会答弁に色濃く表れている (｢第 96回町議会｣1992年 12

月:73,84,105)｡山城が､佐敷が町制に移行 してから､新 しい町づくりの一環として

音楽専用ホールの建築構想を比較的早い段階から持ち始めたことは､山城-の直接取

材によっても裏付けられた27｡ 2) は､沖縄県の市町にあった既設の公共ホール､ある

いは同時期に建設途上にあったホールとの関係である｡表 卜7にみられるように､沖

縄県の本格的な公共ホールの建設は､1970年の那覇市民会館に始まり､以降 1990年

代初めまでに､浦添市､沖縄市､宜野湾市､名護市等が市民会館を建設した｡

2) 表 1-7 沖縄県 ･市町の公共ホール設置状況 1970-1994

公 共 ホ -}レ名 所 在 地 .管 設 置 年 音 響反 射板 .併設 席数 リ′ヽ

-サ }レ蓋多冒的型ホIノレ 那 覇 市 民 会館 刃β堺 市 1970 (昭和45)辛 可動 式 反射板 .中ホ -}レ舞台 .オ ケ .ビ ッ ド

有 1,300 な し浦 添 市 民 会 館 浦 添 市 1974 (昭和49)年 可動 式

反射板 .中ホ -ノレ 944 な し沖 縄 市 民 会館 沖縄 市 1980 (昭和 55)年

可 動 式反射板 .中ホ ｣ル i,$45 な し宜 野 湾 市 民会 館 宜 野 湾 市 ー983 (

昭和 58)辛 可動 式反射板 .中 ホール 1,206 な し名 声葺市 民金 一棺 名言轟市 1985 (昭和6

0)辛 可動 式反射板 .中ホ -}レオケ .ビッ ド有 i,054 な し石 t蔓市 民会 館 石 壇 市 1986 (昭和61)辛 可動

式反 射プ振 .小 ホ -}レ席 を迫 り出 し舞 台 に可変オケ .ビッ ド有 1,010

な しパ レ ッ ト市 民会館 力持析 市 1991 (平 成 3)年 可動 式反 射板 391 な し居 佐 敷 町文 イヒセ ンタ

ーシ ュガ ー ホ -ノレ 佐 敷 町 1994 (平成 6)年 予 定 ステ ー ジ固定 反射 板閉式反射 板 510 あ り具 志 川 市 民芸 術劇 場

轡 ホ -}レ 具 志 川市 1994 (平成 6)年予 定 r多 EI的型音

楽 ホ ール｣ステ ー ジ可動 式 反射フ阪 821 あ り燈 ホ -ノレ 客席

開 閉式反射 板r演 劇 専 用ホ -ノレ｣ 357 あ りしかし､これ らはいず

れも多目的型の市民会館であった｡いずれもコンサー トのためのピアノを

備え､なかにはオーケス トラ ･ピットを設置するホールもあったが､その用途は多様で､音響設

計 も音楽に重点化されたものはひとつもなかった｡表 1-7､下 2段のように､

1990年代に入ってから､佐敷町と具志川市 (現 うるま市)が､初めて芸術文化施

設に特化した<目的型>公共ホールの設置に踏み出したのである｡佐敷 とほぼ同時期に建設構想が進

行していた具志川市民会館 (現 ｢うるま市民芸27 2007年 5月に山城時正氏にインタビ
ューした｡それによれば､同氏は宮城県 ･中新田町の｢バッハ ･ホール｣を中山とした町づくり構

想の情報から発想を得て､音楽ホールの設置を考えたという｡佐敷町-の ｢沖縄厚生年金休暇
センター｣(現 ｢ウエルサンピア沖縄厚生年金｣)の誘致に際し､音楽ホールを施設内に設置するよう要請したこともあったという.同センタ



術劇場｣)は､残響可変装置をもつ多 目的型の音楽ホールと演劇ホールとを併設する構

想で設計が進んでいた｡いわば目的型専用ホール設置-のシフ ト･チェンジが沖縄県

でも始動 していたのである｡文化センター建設専門委員であった宮城信治28は ｢市町村

とい う小さな行政単位で同じ文化施設を構想するのではなく､より広域で目的の明確

な専用施設を造 り､棲み分けをするべき｣だという趣旨の発言を委員会で強調 した｡

町長の ｢個性化と独自性｣を打ち出す文化施設構想と重なりあったのである｡

3)に関しては､宮城県加美町の田園地区に誕生した､中新田バッハホールを先駆け

とする､地方自治体の専用ホールの建設ブームがあった.この背景には､森啓を始め

とした 90年代からの先導的な文化行政関係者の ｢文化ホール｣に関する主張がある｡

森は文化ホールを ｢地域の文化振興｣と ｢文化的なまちづくり｣を行 う拠点にすべき

だとし､そのためには受け身的な ｢多 目的つまり無目的｣である貸 し館行政から脱却

し､市民と行政が提携 して主体的に自主事業を展開するホールとなるべきだと主張し

た (森 1991:ll,22-25)｡この主張は､佐敷町の建設専門委員会の審議でも注 目されて

いた｡

ところで､実施設計を目前にした 1992年 3月の建設専門委員会で配られた資料には､

議題資料のほかに､異例ともいえる企画室職員による一文が枠囲いで掲載されている｡

文化センターのホールは､数ある舞台芸術の中でも､特に音楽を志向するホール

として計画されました｡たしかに､佐敷町では今､音楽の芽は小さいのですが､20

年､30年と経つにしたがい音楽を愛する人たちがたくさん住んでいるような町にし

たい､というのがその動機のひとつでありました｡そのようなまちになって始めて､

音楽によって町民は触発 され､人間が生みだした美しいもの､純粋なものを大切に

する気風が育ち､音楽のみならずあらゆる芸術が､まさに町民の生活のなかに溶け

込んでいるような新 しい文化風土が､生まれてくるものと信 じています｡もう一点

は､文化センターの音楽を中心とした諸事業が､佐敷町全体の個性ある町づくり-

と連動 していくものと確信したからです｡(中略)佐敷町文化センターのホールの実

施設計を前に､なぜ専用性を全面に打ち出すのか､なぜ音楽なのか､音楽の専用性

の度合いはどの程度なのか､建設後の運営をどうしようとしているのか､佐敷町に

28 宮城信治は､石垣市民会館の初代館長を経て､1990年からパレット市民劇場館長(那覇市)､
建設構想途上にあった具志川市民芸術劇場 (具志川市)の建設専門委員もかねていた｡
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とって 『たった一つLかつくれない』ホールであるがゆえ､今一度確認 していきた

いと思います｡

(｢センター資料 B｣1992年 3月:No6添付)

企画担当者の､苦渋に満ちた最後の自問自答のようにも読み取れる｡そもそも文化

センターをめぐる当初の ｢ナ-｣や ｢ムラヤー｣とは､町民が主体的かつ自由に行き

交える芸能交流の､あるいは遊びの "場"を意味する｡これらは歴史的に､開放的な

空間として認識 されてきた｡その "場"は､むしろ多目的､あるいは無目的に設計 さ

れてこそ､本来の機能を発揮できるものであったはずである｡ しかも､コンサー トホ

ール-の設計変更は､当時の佐敷町の人的音楽資源の実態を必ず しも視野に入れたも

のではなかった｡

未来を志向する､町民の創意を育てる､文化活動の拠点をつくる､といった佐敷町

総合計画 3つのシナリオと､個性的なまちづくりという町長の政策理念とが結びつい

て､まったく新 しい佐敷町の文化施設として音楽ホールを描くこととなったのである｡

つまり､ソフト面ではコミュニティが継承してきた文化を想定しつつ､ハー ド面で

は ｢音楽ホール｣という専用施設の建築に舵を切ったのである｡
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